
令和５年第８回玉野市教育委員会 会議録 

   

Ⅰ 期 日   

 令和５年５月23日（火）   

   

Ⅱ 会議時間   

 開会時間：14時00分   

 閉会時間：15時25分   

   

Ⅲ 出席委員   

 教育長 多田 一也 教育長職代理者 三宅 英次  

 委員  太宰 実千代 委員  二宮 崇  

 委員  横山 純子   

   

Ⅳ 欠席委員   

    

   

Ⅴ 説明のため出席した職員   

 教育次長   小﨑 隆   

 教育総務課長 琵琶 学 学校教育課長 的場 佳代  

 就学前教育課長 渡邊 まり子 社会教育課長 寳藏 光辰  

    

  （書記）清山 智保   

   

Ⅵ 会議内容   

 １ 開  会   

  

 

 ２ 前回会議録の承認 

（１）令和５年第７回教育委員会会議（令和５年５月９日）の議決事項等について 

   教育長の報告：岡山県都市教育委員会教育長協議会定例会について 

   議 事：議案第20号令和６年度使用玉野市教科用図書（小学校）の採択について

 他１件 

   協 議：令和５年度玉野市教育行政重点施策（第１稿）について 

   報 告：令和５年度教育委員による学校等視察の日程について 他１件 

（承認） 
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 ３ 教育長の報告   なし 

  

 

 ４ 議  事    

（１）議案第22号 令和６年度使用義務教育諸学校（小学校・中学校・特別支援学級）及

び高等学校教科用図書採択基準等について 

   非公開事項のため会議録は公表しない。 

 

（２）議案第23号 玉野市奨学生選考委員の委嘱について 

  （社会教育課長） 資料により説明 

 

（３）議案第 24号 社会教育委員の委嘱について 

  （社会教育課長） 資料により説明 

（原案どおり可決） 

  

 

 ５ 協  議    

（１）令和５年度 玉野市教育行政重点施策（第２稿）について 

 （教育総務課長） 資料により説明 

 （学校教育課長） 資料により説明 

（社会教育課長） 資料により説明 

（三宅委員）   ｐ７：取組内容３の３：放課後児童クラブ管理運営事業について、

仕事等により保護者が日中家庭にいない児童とした方がすっきりす

るのではないか。放課後だけではないというのを掲げた方がいい。

４：幼児クラブ運営補助事業は、市内にどれぐらいあるのか。 

（社会教育課長） 今は４クラブである。クラブ数を入れる方がよいか。 

（三宅委員）   市内４クラブと入れた方がいい。 

         ｐ12：事業名１は、支援員配置事業だけでいいのではないか。２か

ら３も同じ。２つ書く必要があるなら理由を教えもらいたい。 

（学校教育課長） 特に問題なければ、事業名を１つにする。 

（三宅委員）   国の補助事業で、国とか県の補助率が出ているが必要か。他のとこ

ろはないのか。補助事業はここだけなのか。 

（学校教育課長） 部活動指導員は国と県と市で取り組んでいるため、このような表記

にしている。 

（三宅委員）   教育総務課でやっているエアコンとかトイレの改修工事なんかは補

助事業でも記載がない。 
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         小１グットスタート支援事業は、30人以上と記載がある方がよ

い。どこも配置されるように見える。 

         ｐ13：取組内容４「青少年健全育成活動の取組の推進」の概要説明

に心理相談というのがあるが、全然していないと思う。 

（社会教育課長） 総合計画にも記載している。今後、文章を改正するタイミングで修

正する。 

（太宰委員）   ｐ９：特別教室の空調施設設置率の指標は、実績値も目標値が同じ

である。大体目標値が前年度の実績値を上回るはずだが、なぜここ

は同じなのか。 

（教育次長）   令和５年度の予算がつかなかったので、実施できないため、前進し

ていない値になった。 

（横山委員）   スマイル教室とかことばの学級とかもあるがそれはここに入ってい

るか。入るのであれば、12ページの個に応じた個別支援体制の推

進の中に入るようなことではないか。もし入っていないのであれば

入れなくてもいいのか。 

（教育総務課長） 事業としてはこの中のことだが、人の配置のみであるため項目とし

てはあげていない。行政評価の対象事業ではない。 

（三宅委員）   ｐ19：同じように施策⑥スポーツ活動の推進の中にスポーツ少年団

の育成が入っていないのも同じ理由なのか。 

（社会教育課長） そのとおりである。 

（三宅委員）   例えば生涯スポーツと書いてあるようなところで、年代別の方を対

象にしたスポーツ教室だとかイベントだとかは全然ない。総合計画

のとの整合性ということで、わかりにくいところがあるので来年以

降検討してもらいたい。 

（多田教育長）  修正可能なところは修正するが、総合計画との整合性ということ

で、対象事業については、次年度以降の課題ということにさせても

らう。 

 

（２）玉野商工高等学校の今後の在り方について 

   非公開事項のため会議録は公表しない。 

  

 

 ６ 報  告  

（１）令和６年玉野市二十歳の式実施要項について 

（社会教育課長） 資料により説明 

（二宮委員）   時間が 12時から 13時という中途半端な時間なのはなぜか。 

（社会教育課長） 市長や議員が午前中出初式に出席しているため、開始時間がこの時

間になる。基本的に式典自体は短く済ませて、歓談する時間をしっ
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かり取ろうということで、時短で済ませようという流れではなかっ

たかと思う。 

（三宅委員）   市外在住者を含むというのは、例えば岡山市や倉敷市に在住してい

るが高校は商工高校に来たという子どもたちが参加してもいいの

か。 

（社会教育課長） 一番の想定は玉野市が出身者で、大学で住民票を異動した場合の市

外在住者である。玉野市で出生して、玉野市で学んだ子どもを想定

している。 

（三宅委員）   やはり玉野市民に限るということか。市民ではないが、高校だけ玉

野にきて、玉野に友達がいるから出たいという子は駄目なのかいい

のか。 

（社会教育課長） 基本的には玉野市の中学校出身というところであったと思うが、来

てしまった人に帰れとはいわない。 

（多田教育長）  基本的には、居住しているところ岡山、倉敷で成人式を迎えると思

う。ただ友達がこちらにたくさんいるからということで可能性はあ

ると思う。 

（三宅委員）   以前そのようなことがあった。 

（社会教育課長） 大体同じ日に式典がある。どちらも出るといるのは不可能である。

成人式を玉野市で選んだということは、彼らの意思を尊重しようと

思う。 

（二宮委員）   式典の案内が行くのはどこの基準か。中学校か。 

（社会教育課長） 案内は基本的に市内在住者である。市外在住者は親から問い合わせ

がある。その場合は来てくれという話をしている。 

 

（２）荘内幼稚園と荘内南幼稚園の保護者意見交換会について 

（就学前教育課長） 荘内幼稚園と荘内南幼稚園の統合に関することを保護者に説明を行

う。荘内幼稚園：５月 29日、荘内南幼稚園：５月 30日 

         保護者意見等については、次回報告する。 

  

 ７ その他   なし 

  

 

 次回、教育委員会定例会は令和５年６月13日（火）14：00から開催するので参集願う。

以上で、令和５年第８回教育委員会を閉会する。 
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会議録調整者 書記 清山 智保 

会議録署名委員 教育長 多田 一也 

 教育長職務代理者 三宅 英次 
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